
大阪市正蓮寺川公園及び歩行者専用道の整備について【報告事項】 

○平成 29年度整備内容

【整備面積】公園整備（基盤造成＋上面整備）0.4ha(約 100m)、基盤造成約 1.7ha(約 250m)

【工事期間】平成 29年 11月～3月

【公園開設】平成 30年 3月末予定

【内    容】

・平成 28年度の整備範囲から東側に向けて整備を行う（一部平成 28年度整備範囲内の遊具設置等）

・正蓮寺川・六軒家川の分派部の法面への雨水流出を防ぐため、

高台部の基盤造成（主に盛土・切土による造成、雨水排水設備の設置等）及び

法面表面の整形を優先して施工する。

・法面側への雨水流出を防ぐため、法肩部を盛土し、広場側へ排水勾配を確保する。

・法面表面についてはモルタル吹付を行い、雨水による崩壊から保護する。
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